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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のコンテンツデータを記憶するコンテンツ記憶手段と、
　上記コンテンツデータを取得しつつ再生するコンテンツ再生装置から送信された、当該
コンテンツ再生装置を識別する装置識別情報に応じて、上記コンテンツ記憶部に記憶され
ている複数の上記コンテンツデータの中から上記装置識別情報によって識別される上記コ
ンテンツ再生装置により再生可能な上記コンテンツデータを選択するコンテンツ選択手段
と、
　上記コンテンツ選択手段により選択された上記コンテンツデータの再生順序を示す提供
装置用再生リストを生成する提供装置用リスト生成手段と、
　上記提供装置用リスト生成手段により生成された上記提供装置用再生リストを記憶する
提供装置用リスト記憶手段と、
　上記コンテンツ再生装置から、上記コンテンツ選択手段により選択された上記コンテン
ツデータが要求されると、上記提供装置用リスト記憶手段に記憶された上記提供装置用再
生リストに従って上記コンテンツデータを上記コンテンツ再生装置に対して提供するコン
テンツ提供手段と
　を有するコンテンツ提供装置と、
　上記装置識別情報を上記コンテンツ提供装置に対して送信する装置識別情報送信手段と
、
　上記コンテンツ提供装置の上記コンテンツ選択手段により選択された上記コンテンツデ
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ータと、記録媒体に記録されたコンテンツデータとの提供元を識別する提供元識別情報を
並べるようにして、上記コンテンツ選択手段により選択された上記コンテンツデータと、
上記記録媒体に記録された上記コンテンツデータとの再生順序を示す再生装置用再生リス
トを生成する再生装置用リスト生成手段と、
　上記再生装置用リスト生成手段により生成された上記再生装置用再生リストを記憶する
再生装置用リスト記憶手段と、
　上記コンテンツ提供装置の上記コンテンツ選択手段により選択された上記コンテンツデ
ータを当該コンテンツ提供装置に対して要求するコンテンツ要求手段と、
　上記記録媒体から上記コンテンツデータを読み出すコンテンツ読出手段と、
　上記再生装置用リスト記憶手段に記憶された上記再生装置用再生リストに従って、上記
コンテンツ提供装置の上記コンテンツ選択手段により選択された上記コンテンツデータを
当該コンテンツ提供装置に対して要求し、また上記記録媒体から上記コンテンツデータを
読み出すように上記コンテンツ要求手段及び上記コンテンツ読出手段を制御する制御手段
と、
　上記制御手段による上記コンテンツ要求手段及び上記コンテンツ読出手段の制御に応じ
て、上記コンテンツ提供装置から上記提供装置用再生リストに従って提供される上記コン
テンツデータを取得しつつ再生し、上記記録媒体から読み出された上記コンテンツデータ
を再生するコンテンツ再生手段と
　を有する上記コンテンツ再生装置と
　を具えるコンテンツ再生システム。
【請求項２】
　上記コンテンツ再生装置の上記再生装置用リスト生成手段は、
　上記コンテンツ提供装置の上記コンテンツ選択手段により選択された上記コンテンツデ
ータと、上記記録媒体に記録された上記コンテンツデータとのうち、外部から供給された
リスト生成条件情報に示された条件に応じた上記コンテンツデータを抽出し、当該抽出し
た上記コンテンツデータを上記条件に応じた再生順序に設定した上記再生装置用再生リス
トを生成する
　請求項１に記載のコンテンツ再生システム。
【請求項３】
　上記コンテンツ提供装置の上記コンテンツ提供手段は、
　上記提供装置用リスト記憶手段に記憶された上記提供装置用再生リストに従って、上記
コンテンツデータを上記コンテンツ再生装置に対して順次提供し、
　上記コンテンツ再生装置の上記コンテンツ再生手段は、
　上記コンテンツ提供装置から上記提供装置用再生リストに従って順次提供される上記コ
ンテンツデータを取得しつつ再生する
　請求項１に記載のコンテンツ再生システム。
【請求項４】
　上記コンテンツ再生装置は、
　上記コンテンツ提供装置から送信された、上記コンテンツデータを識別するためのコン
テンツ識別情報を記憶するコンテンツ識別情報記憶手段と、
　上記コンテンツ識別情報記憶手段に記憶された上記コンテンツ識別情報を格納して、当
該コンテンツ識別情報によって識別される上記コンテンツデータを提供するように要求す
る提供要求信号を送信する提供要求信号送信手段と
　を有し、
　上記コンテンツ提供装置の上記提供装置用リスト生成手段は、
　上記コンテンツ選択手段により選択された上記コンテンツデータの上記コンテンツ識別
情報を並べるようにして当該コンテンツデータの上記再生順序を示す上記提供装置用再生
リストを生成し、
　上記コンテンツ提供装置の上記コンテンツ提供手段は、
　上記提供装置用リスト記憶手段に記憶された上記提供装置用再生リストに従って、当該
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提供装置用再生リストに含まれる上記コンテンツ識別情報を上記コンテンツ再生装置に対
して送信して、当該コンテンツ再生装置から上記コンテンツ識別情報が記憶された後、上
記提供要求信号が送信されると、当該提供要求信号に含まれる上記コンテンツ識別情報で
識別される上記コンテンツデータを上記コンテンツ再生装置に対して送信し、
　上記コンテンツ再生装置の上記コンテンツ再生手段は、
　上記提供要求信号送信手段により上記提供要求信号が送信された結果、上記コンテンツ
提供装置から提供される上記コンテンツデータを取得しつつ再生する
　請求項３に記載のコンテンツ再生システム。
【請求項５】
　上記コンテンツ再生装置は、
　上記コンテンツ提供装置から送信された提供コンテンツ付属情報を表示する表示手段
　を有し、
　上記コンテンツ提供装置の上記コンテンツ提供手段は、
　上記コンテンツ再生装置から上記提供要求信号が送信されると、当該提供要求信号に含
まれる上記コンテンツ識別情報で識別される上記コンテンツデータに対応する上記提供コ
ンテンツ付属情報を上記コンテンツ再生装置に対して送信した後、当該コンテンツ識別情
報で識別される上記コンテンツデータを上記コンテンツ再生装置に対して送信する
　請求項４に記載のコンテンツ再生システム。
【請求項６】
　上記コンテンツ提供装置の上記提供装置用リスト生成手段は、
　上記コンテンツ選択手段により選択された上記コンテンツデータのうち、外部から供給
されたリスト生成条件情報に示された条件に応じた上記コンテンツデータを抽出し、当該
抽出した上記コンテンツデータを上記条件に応じた再生順序に設定した上記提供装置用再
生リストを生成する
　請求項５に記載のコンテンツ再生システム。
【請求項７】
　上記コンテンツ再生装置の上記再生装置用リスト生成手段は、
　上記コンテンツ提供装置の上記コンテンツ選択手段により選択された上記コンテンツデ
ータの再生順序を示す再生リストを生成し、
　上記コンテンツ再生装置の上記再生装置用リスト記憶手段は、
　上記再生装置用リスト生成手段により生成された上記再生リストを記憶し、
　上記コンテンツ再生装置の上記コンテンツ要求手段は、
　上記再生装置用リスト記憶手段に記憶された上記再生リストに従って上記コンテンツデ
ータを上記コンテンツ提供装置に対して順次要求し、
　上記コンテンツ再生装置の上記コンテンツ再生手段は、
　上記コンテンツ要求手段による要求により上記コンテンツ提供装置から順次提供される
上記コンテンツデータを取得しつつ再生する
　請求項１に記載のコンテンツ再生システム。
【請求項８】
　上記コンテンツ再生装置の上記再生装置用リスト生成手段は、
　上記コンテンツ選択手段により選択された上記コンテンツデータのうち、外部から供給
されたリスト生成条件情報に示された条件に応じた上記コンテンツデータを抽出し、当該
抽出した上記コンテンツデータを上記条件に応じた再生順序に設定した上記再生リストを
生成する
　請求項７に記載のコンテンツ再生システム。
【請求項９】
　コンテンツ再生装置の装置識別情報送信手段が、当該コンテンツ再生装置を識別する装
置識別情報をコンテンツ提供装置に対して送信する装置識別情報送信ステップと、
　上記コンテンツ提供装置のコンテンツ選択手段が、上記コンテンツ再生装置から送信さ
れた上記装置識別情報に応じて、上記コンテンツ提供装置のコンテンツ記憶部に記憶され
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ている複数の上記コンテンツデータの中から上記装置識別情報によって識別される上記コ
ンテンツ再生装置により再生可能な上記コンテンツデータを選択するコンテンツ選択ステ
ップと、
　上記コンテンツ提供装置の提供装置用リスト生成手段が、上記コンテンツ選択手段によ
り選択された上記コンテンツデータの再生順序を示す提供装置用再生リストを生成して、
上記コンテンツ提供装置の提供装置用リスト記憶手段が、上記提供装置用リスト生成手段
により生成された上記提供装置用再生リストを記憶し、上記コンテンツ再生装置の再生装
置用リスト生成手段が、上記コンテンツ提供装置の上記コンテンツ選択手段により選択さ
れた上記コンテンツデータと、記録媒体に記録されたコンテンツデータとの提供元を識別
する提供元識別情報を並べるようにして、上記コンテンツ選択手段により選択された上記
コンテンツデータと、上記記録媒体に記録された上記コンテンツデータとの再生順序を示
す再生装置用再生リストを生成して、上記コンテンツ再生装置の再生装置用リスト記憶手
段が、上記再生装置用リスト生成手段により生成された上記再生装置用再生リストを記憶
するリスト生成記憶ステップと、
　上記コンテンツ再生装置の制御手段が、上記再生装置用リスト記憶手段に記憶された上
記再生装置用再生リストに従って、上記コンテンツ再生装置のコンテンツ要求手段により
、上記コンテンツ提供装置の上記コンテンツ選択手段により選択された上記コンテンツデ
ータを当該コンテンツ提供装置に対して要求し、また上記コンテンツ再生装置のコンテン
ツ読出手段により、上記記録媒体から上記コンテンツデータを読み出すように上記コンテ
ンツ要求手段及び上記コンテンツ読出手段を制御すると共に、上記コンテンツ再生装置の
コンテンツ再生手段が、上記コンテンツ提供装置のコンテンツ提供手段により、上記コン
テンツ再生装置からの上記コンテンツデータの要求に応じて、上記提供装置用リスト記憶
手段に記憶された上記提供装置用再生リストに従って上記コンテンツ再生装置に対して提
供される上記コンテンツデータを取得しつつ再生し、上記コンテンツ読出手段により上記
記録媒体から読み出された上記コンテンツデータを再生するコンテンツ再生ステップと
　を具えるコンテンツ提供方法。
【請求項１０】
　本装置を識別する装置識別情報を、コンテンツデータを提供するコンテンツ提供装置に
対して送信する装置識別情報送信手段と、
　上記コンテンツ提供装置により、上記装置識別情報に応じて複数の上記コンテンツデー
タの中から上記装置識別情報によって識別される上記本装置により再生可能として選択さ
れた上記コンテンツデータと、記録媒体に記録されたコンテンツデータとの提供元を識別
する提供元識別情報を並べるようにして、上記選択された上記コンテンツデータと、上記
記録媒体に記録された上記コンテンツデータとの再生順序を示す再生装置用再生リストを
生成する再生装置用リスト生成手段と、
　上記再生装置用リスト生成手段により生成された上記再生装置用再生リストを記憶する
再生装置用リスト記憶手段と、
　上記コンテンツ提供装置により選択された上記コンテンツデータを当該コンテンツ提供
装置に対して要求するコンテンツ要求手段と、
　上記記録媒体から上記コンテンツデータを読み出すコンテンツ読出手段と、
　上記再生装置用リスト記憶手段に記憶された上記再生装置用再生リストに従って、上記
コンテンツ提供装置により選択された上記コンテンツデータを当該コンテンツ提供装置に
対して要求し、また上記記録媒体から上記コンテンツデータを読み出すように上記コンテ
ンツ要求手段及び上記コンテンツ読出手段を制御する制御手段と、
　上記制御手段による上記コンテンツ要求手段及び上記コンテンツ読出手段の制御に応じ
て、上記コンテンツ提供装置から上記選択された上記コンテンツデータの再生順序を示す
ように生成されて記憶されていた提供装置用再生リストに従って提供される上記コンテン
ツデータを取得しつつ再生し、上記記録媒体から読み出された上記コンテンツデータを再
生するコンテンツ再生手段と
　を具えるコンテンツ再生装置。
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【請求項１１】
　複数のコンテンツデータを記憶するコンテンツ記憶手段と、
　上記コンテンツデータを取得しつつ再生するコンテンツ再生装置から送信された、当該
コンテンツ再生装置を識別する装置識別情報に応じて、上記コンテンツ記憶部に記憶され
ている複数の上記コンテンツデータの中から上記装置識別情報によって識別される上記コ
ンテンツ再生装置により再生可能な上記コンテンツデータを選択するコンテンツ選択手段
と、
　上記コンテンツ選択手段により選択された上記コンテンツデータの再生順序を示す提供
装置用再生リストを生成する提供装置用リスト生成手段と、
　上記提供装置用リスト生成手段により生成された上記提供装置用再生リストを記憶する
提供装置用リスト記憶手段と、
　上記コンテンツ再生装置から、コンテンツ選択手段により選択された上記コンテンツデ
ータと、記録媒体に記録されたコンテンツデータとの提供元を識別する提供元識別情報を
並べるようにして、上記コンテンツ選択手段により選択された上記コンテンツデータと、
上記記録媒体に記録された上記コンテンツデータとの再生順序を示すように生成されて記
憶された再生装置用再生リストに従って、上記コンテンツ選択手段により選択された上記
コンテンツデータを当該コンテンツ提供装置に対して要求し、また上記記録媒体から上記
コンテンツデータを読み出すようにして、上記コンテンツ選択手段により選択された上記
コンテンツデータが要求されると、上記提供装置用リスト記憶手段に記憶された上記提供
装置用再生リストに従って上記コンテンツデータを上記コンテンツ再生装置に対して提供
するコンテンツ提供手段と
　を具えるコンテンツ提供装置。
【請求項１２】
　コンテンツデータを提供するコンテンツ提供装置から提供される上記コンテンツデータ
を取得しつつ再生するコンテンツ再生装置に対し、
　上記コンテンツ再生装置を識別する装置識別情報を上記コンテンツ提供装置に対して送
信する装置識別情報送信ステップと、
　上記コンテンツ提供装置により、上記装置識別情報に応じて複数の上記コンテンツデー
タの中から上記装置識別情報によって識別される上記コンテンツ再生装置により再生可能
として選択された上記コンテンツデータと、記録媒体に記録されたコンテンツデータとの
提供元を識別する提供元識別情報を並べるようにして、上記選択された上記コンテンツデ
ータと、上記記録媒体に記録された上記コンテンツデータとの再生順序を示す再生装置用
再生リストを生成する再生装置用リスト生成ステップと、
　上記再生装置用リスト生成ステップで生成した上記再生装置用再生リストを記憶する再
生装置用リスト記憶ステップと、
　上記再生装置用リスト記憶ステップで記憶した上記再生装置用再生リストに従って、上
記コンテンツ提供装置により選択された上記コンテンツデータを当該コンテンツ提供装置
に対して要求し、また上記記録媒体から上記コンテンツデータを読み出すと共に、上記コ
ンテンツ提供装置への上記コンテンツデータの要求に応じて、当該コンテンツ提供装置か
ら上記選択された上記コンテンツデータの再生順序を示すように生成されて記憶されてい
た提供装置用再生リストに従って提供される上記コンテンツデータを取得しつつ再生し、
上記記録媒体から読み出された上記コンテンツデータを再生するコンテンツ再生ステップ
と
　を実行させるためのコンテンツ再生プログラム。
【請求項１３】
　提供されるコンテンツデータを取得しつつ再生するコンテンツ再生装置に上記コンテン
ツデータを提供するコンテンツ提供装置に対し、
　上記コンテンツ再生装置から送信された、当該コンテンツ再生装置を識別する装置識別
情報に応じて、コンテンツ記憶部に記憶されている複数の上記コンテンツデータの中から
上記装置識別情報によって識別される上記コンテンツ再生装置により再生可能な上記コン
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テンツデータを選択するコンテンツ選択ステップと、
　上記コンテンツ選択ステップで選択した上記コンテンツデータの再生順序を示す提供装
置用再生リストを生成する提供装置用リスト生成ステップと、
　上記提供装置用リスト生成ステップで生成した上記提供装置用再生リストを記憶する提
供装置用リスト記憶ステップと、
　上記コンテンツ再生装置から、コンテンツ選択ステップで選択した上記コンテンツデー
タと、記録媒体に記録されたコンテンツデータとの提供元を識別する提供元識別情報を並
べるようにして、上記コンテンツ選択ステップで選択した上記コンテンツデータと、上記
記録媒体に記録された上記コンテンツデータとの再生順序を示すように生成されて記憶さ
れた再生装置用再生リストに従って、上記コンテンツ選択ステップで選択した上記コンテ
ンツデータを上記コンテンツ提供装置に対して要求し、また上記記録媒体から上記コンテ
ンツデータを読み出すようにして、上記コンテンツ選択ステップで選択した上記コンテン
ツデータが要求されると、上記提供装置用リスト記憶ステップで記憶した上記提供装置用
再生リストに従って上記コンテンツデータを上記コンテンツ再生装置に対して提供するコ
ンテンツ提供ステップと
　を実行させるためのコンテンツ提供プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はコンテンツ再生システム、コンテンツ提供方法、コンテンツ再生装置、コンテ
ンツ提供装置、コンテンツ再生プログラム及びコンテンツ提供プログラムに関し、例えば
、音楽データを提供する音楽提供サーバと、音楽提供サーバからネットワークを介して音
楽データを取得しつつ当該取得した音楽データを順次再生（ストリーミング再生）する音
楽再生端末とからなる音楽再生システムに適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来この種の音楽再生システムでは、例えば、ストリーミング再生する音楽データを指
定する音楽指定操作が音楽再生端末に対して行われると、音楽再生端末は当該音楽指定操
作により指定された音楽データを提供するように音楽提供サーバに対して要求する。
【０００３】
　この際この音楽提供サーバは当該要求された音楽データをストリーミング再生させるス
トリーミング音楽データとして音楽再生端末に対して提供し、音楽再生端末は当該提供さ
れたストリーミング音楽データをストリーミング再生するようになされている。
【特許文献１】特開２００４－４２４５公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところでかかる構成の音楽再生システムでは、ユーザにより音楽指定操作された音楽デ
ータが音楽再生端末においてストリーミング再生される。このためユーザは、ストリーミ
ング再生させたい音楽データが複数ある場合、これら音楽データを一つずつ指定する音楽
指定操作を行わなければならず、その結果効率的に音楽データをストリーミング再生する
ことができるとは言い難い問題があった。
【０００５】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、格段と効率的にコンテンツデータを再生
し得るコンテンツ再生システム、コンテンツ提供方法、コンテンツ再生装置、コンテンツ
提供装置、コンテンツ再生プログラム及びコンテンツ提供プログラムを提案しようとする
ものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる課題を解決するため本発明においては、コンテンツデータを提供するコンテンツ
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提供装置と、コンテンツ提供装置から提供されるコンテンツデータを取得しつつ再生する
コンテンツ再生装置とを有するコンテンツ再生システムであって、コンテンツ再生装置が
当該コンテンツ再生装置を識別する装置識別情報をコンテンツ提供装置に対して送信し、
コンテンツ提供装置が当該装置識別情報に応じて、コンテンツ提供装置のコンテンツ記憶
部に記憶されている複数のコンテンツデータの中から装置識別情報によって識別されるコ
ンテンツ再生装置により再生可能なコンテンツデータを選択し、当該選択したコンテンツ
データの再生順序を示す提供装置用再生リストを生成して記憶すると共に、コンテンツ再
生装置が、コンテンツ提供装置により選択されたコンテンツデータと、記録媒体に記録さ
れたコンテンツデータとの提供元を識別する提供元識別情報を並べるようにして、コンテ
ンツ選択手段により選択されたコンテンツデータと、記録媒体に記録されたコンテンツデ
ータとの再生順序を示す再生装置用再生リストを生成して記憶し、コンテンツ再生装置が
再生装置用再生リストに従って、コンテンツ提供装置により選択されたコンテンツデータ
を当該コンテンツ提供装置に対して要求し、また記録媒体からコンテンツデータを読み出
すようにして、コンテンツ提供装置からコンテンツデータの要求に応じて、提供装置用再
生リストに従って提供されるコンテンツデータを取得しつつ再生し、記録媒体から読み出
したコンテンツデータを再生するようにした。
【０００７】
　従って本発明では、コンテンツ再生装置がユーザにコンテンツデータを連続再生するよ
うに再生操作させるだけで、コンテンツ提供装置に装置識別情報を送信して選択させたコ
ンテンツデータと、記録媒体に記録されたコンテンツデータとの提供元を識別する提供元
識別情報を並べるようにして、コンテンツ提供装置により選択されたコンテンツデータと
、記録媒体に記録されたコンテンツデータとの再生順序を示す再生装置用再生リストを生
成して記憶した後、当該再生装置用再生リストに従って、コンテンツ提供装置から提供さ
れるコンテンツデータを取得して再生し、また記録媒体からコンテンツデータを読み出し
て再生することができる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、コンテンツ再生装置が当該コンテンツ再生装置を識別する装置識別情
報をコンテンツ提供装置に対して送信し、コンテンツ提供装置が当該装置識別情報に応じ
て、コンテンツ提供装置のコンテンツ記憶部に記憶されている複数のコンテンツデータの
中から装置識別情報によって識別されるコンテンツ再生装置により再生可能なコンテンツ
データを選択し、当該選択したコンテンツデータの再生順序を示す提供装置用再生リスト
を生成して記憶すると共に、コンテンツ再生装置が、コンテンツ提供装置により選択され
たコンテンツデータと、記録媒体に記録されたコンテンツデータとの提供元を識別する提
供元識別情報を並べるようにして、コンテンツ選択手段により選択されたコンテンツデー
タと、記録媒体に記録されたコンテンツデータとの再生順序を示す再生装置用再生リスト
を生成して記憶し、コンテンツ再生装置が再生装置用再生リストに従って、コンテンツ提
供装置により選択されたコンテンツデータを当該コンテンツ提供装置に対して要求し、ま
た記録媒体からコンテンツデータを読み出すようにして、コンテンツ提供装置からコンテ
ンツデータの要求に応じて、提供装置用再生リストに従って提供されるコンテンツデータ
を取得しつつ再生し、記録媒体から読み出したコンテンツデータを再生するようにしたこ
とにより、コンテンツ再生装置がユーザにコンテンツデータを連続再生するように再生操
作させるだけで、コンテンツ提供装置に装置識別情報を送信して選択させたコンテンツデ
ータと、記録媒体に記録されたコンテンツデータとの提供元を識別する提供元識別情報を
並べるようにして、コンテンツ提供装置により選択されたコンテンツデータと、記録媒体
に記録されたコンテンツデータとの再生順序を示す再生装置用再生リストを生成して記憶
した後、当該再生装置用再生リストに従って、コンテンツ提供装置から提供されるコンテ
ンツデータを取得して再生し、また記録媒体からコンテンツデータを読み出して再生する
ことができ、かくしてユーザに手間をかけさせることなく格段と効率的にコンテンツデー
タを再生することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【００１０】
（１）概要
　図１及び図２を用いて、第１～第４の実施形態の概要を説明する。因みにこの概要を説
明した後、第１～第４の実施形態を具体的に説明する。
【００１１】
　図１に示すコンテンツ再生システム１００は、コンテンツデータを提供するコンテンツ
提供装置１０１と、コンテンツ提供装置１０１から提供されるコンテンツデータを取得し
つつ当該取得したコンテンツデータを順次再生するコンテンツ再生装置１０２とを有し、
コンテンツ提供装置１０１により提供可能なコンテンツデータの中からコンテンツ再生装
置１０２により再生可能なコンテンツデータを選択し、当該選択したコンテンツデータの
再生順序を示した再生リストを生成し、当該生成した再生リストに従ってコンテンツデー
タをコンテンツ提供装置１０１からコンテンツ再生装置１０２に対して提供させるように
なされている。
【００１２】
　具体的に説明するとコンテンツ再生装置１０２は、当該コンテンツ再生装置１０２を識
別する装置識別情報をコンテンツ提供装置１０１に対して送信する装置識別情報送信部１
０３を有し、コンテンツ提供装置１０１は、提供可能なコンテンツデータを記憶するコン
テンツ記憶部１０４と、コンテンツ記憶部１０４に記憶しているコンテンツデータのうち
コンテンツ再生装置１０２からの装置識別情報により識別されるコンテンツ再生装置１０
２により再生可能なコンテンツデータを選択するコンテンツ選択部１０５とを有する。ま
たコンテンツ提供装置１０１は、コンテンツ選択部１０５により選択されたコンテンツデ
ータの再生順序を示した再生リストを生成する再生リスト生成部１０６と、再生リスト生
成部１０６により生成した再生リストに従ってコンテンツデータをコンテンツ再生装置１
０２に対して順次提供するコンテンツ提供部１０７とを有する。これによりコンテンツ再
生装置１０２のコンテンツ再生部１０８は、コンテンツ提供装置１０１から順次提供され
るコンテンツデータを順次取得して再生することができる。
【００１３】
　一方図２に示すコンテンツ再生システム１１０は、コンテンツデータを提供するコンテ
ンツ提供装置１１１と、コンテンツ提供装置１１１から提供されるコンテンツデータを取
得しつつ当該取得したコンテンツデータを順次再生するコンテンツ再生装置１１２とを有
し、コンテンツ提供装置１１１により提供可能なコンテンツデータの中からコンテンツ再
生装置１１２により再生可能なコンテンツデータを選択し、当該選択したコンテンツデー
タの再生順序を示した再生リストを生成し、当該生成した再生リストに従ってコンテンツ
データをコンテンツ提供装置１１１からコンテンツ再生装置１１２に対して提供させるよ
うになされている。
【００１４】
　具体的に説明するとコンテンツ再生装置１１２は、当該コンテンツ再生装置１１２を識
別する装置識別情報をコンテンツ提供装置１１１に対して送信する装置識別情報送信部１
１３を有し、コンテンツ提供装置１１１は、提供可能なコンテンツデータを記憶するコン
テンツ記憶部１１４と、コンテンツ記憶部１１４に記憶しているコンテンツデータのうち
コンテンツ再生装置１１２からの装置識別情報により識別されるコンテンツ再生装置１１
２により再生可能なコンテンツデータを選択するコンテンツ選択部１１５とを有する。ま
たコンテンツ再生装置１１２は、コンテンツ選択部１１５により選択されたコンテンツデ
ータの再生順序を示した再生リストを生成する再生リスト生成部１１６と、再生リスト生
成部１１６により生成した再生リストに従ってコンテンツデータをコンテンツ提供装置１
１１に対して順次要求するコンテンツ要求部１１７と、コンテンツ要求部１１７による要
求によりコンテンツ提供装置１１１のコンテンツ提供部１１８から順次提供されるコンテ
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ンツデータを取得しつつ当該取得したコンテンツデータを再生するコンテンツ再生部１１
９とを有する。
【００１５】
（２）第１の実施形態
　図３において１は全体として音楽再生システムを示し、音楽データを提供する音楽提供
サーバ２と、音楽提供サーバ２から提供される音楽データをネットワーク３を介して取得
しつつ当該取得した音楽データを順次再生（ストリーミング再生）する音楽再生端末４と
を有する。
【００１６】
　ここで図４の概念図を用いてストリーミング再生の一例を説明する。この音楽提供サー
バ２は、音楽再生端末４に対して提供可能な複数の音楽データのうち、音楽再生端末４か
ら要求された音楽データを選択し、当該選択した音楽データをストリーミング再生させる
ためのストリーミング音楽データとして、音楽再生端末４に対して提供する。この際この
音楽再生端末４は、ストリーミング音楽データとして提供された音楽データを取得すると
、当該取得した音楽データを順次再生し、当該再生終了後の音楽データを消去するように
なされている。
【００１７】
　この第１の実施形態の場合、図５に示すように音楽提供サーバ２は、ストリーミング音
楽データの再生順序が示された音楽再生順序情報（再生リスト）を保持し、当該保持して
いる再生リストに示されている順番でストリーミング音楽データを音楽再生端末４に対し
て順次提供し、音楽再生端末４は、当該順次提供されるストリーミング音楽データを順次
取得してこれを再生する。これによりこの音楽再生システム１によれば、音楽提供サーバ
２が保持している再生リストに従って、音楽再生端末４に複数の音楽データを連続ストリ
ーミング再生させることができる。ここでは、この点をさらに詳しく説明する。
【００１８】
　図６（Ａ）に示す音楽再生端末４の操作部５に対して、複数の音楽データを連続ストリ
ーミング再生させるための連続ストリーミング再生操作が行われると、この音楽再生端末
４全体を統括的に制御する制御部６は、連続ストリーミング再生時に使用する再生リスト
を生成するように要求する再生リスト生成要求信号を、端末通信部７及びネットワーク３
を順次介して音楽提供サーバ２に対して送信する（図７のステップＳＴ１）。ここでこの
再生リスト生成要求信号には、この音楽再生端末４を識別するための端末識別情報が含ま
れる。
【００１９】
　また本実施の形態の場合この再生リスト生成要求信号には、再生リストを生成させる際
の生成条件が示された再生リスト生成条件情報が含まれる場合もある。つまりこの再生リ
スト生成条件情報には、例えば、その再生リストに含ませる音楽データを指定するための
音楽データ指定情報や、その再生リストに含ませる音楽データの種類を指定する音楽デー
タ種類指定情報（例えばアーティスト名やジャンル名や売り上げトップテンなど）や、当
該指定した音楽データの再生順序を指定する再生順序指定情報（例えばリリース日時が新
しいもの順など）が示される。また本実施の形態の場合この再生リスト生成要求信号には
、予めユーザが作成した希望再生リストが含まれる場合もある。つまりこの希望再生リス
トには、ユーザの希望するストリーミング音楽データがユーザの希望する再生順序で示さ
れている。
【００２０】
　図６（Ｂ）に示す音楽提供サーバ２は、音楽再生端末４からの再生リスト生成要求信号
をサーバ通信部８を介して受信すると、これに応じて音楽提供サーバ２全体を統括的に制
御する制御部９は、再生リスト生成処理を実行する（図７のステップＳＴ２）。
【００２１】
　ここで図８を用いてこの再生リスト生成処理を具体的に説明する。例えば図８（Ａ）に
示す再生リスト生成処理手順ＲＴ１の場合、この音楽提供サーバ２の制御部９はステップ
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ＳＰ１において、音楽再生端末４から端末識別情報が含まれた再生リスト生成要求信号を
受信するとステップＳＰ２に進む。そしてこのステップＳＰ２において音楽提供サーバ２
の制御部９は、サーバ記憶部１０に記憶している複数の音楽データの中から、再生リスト
生成要求信号中の端末識別情報により識別される音楽再生端末４にストリーミング再生さ
せることが可能な音楽データを選択する再生可能音楽選択処理を実行し、この再生可能音
楽選択処理により選択した音楽データを識別する音楽データ識別情報を任意の再生順序で
並べることにより再生リストＬ１（図９（Ａ））を生成し、当該生成した再生リストＬ１
をサーバ記憶部１０に記憶する。この際この音楽提供サーバ２の制御部９は、この再生リ
ストＬ１を生成するように要求した音楽再生端末４の端末識別情報をこの再生リストＬ１
に対して示すようにすると共に、この再生リストＬ１中の各音楽データ識別情報に対して
、その音楽データの記憶されている記憶位置情報（サーバ記憶部１０上のパス等）を対応
付けるようになされている。
【００２２】
　因みに本実施の形態の場合かかる再生可能音楽選択処理では、例えば、端末識別情報に
より識別された音楽再生端末４によって再生可能なフォーマット（MP3やATRAC等）の音楽
データをストリーミング再生可能な音楽データとして選択するようになされている。また
この再生可能音楽選択処理では、音楽再生端末４のユーザが加入しているサービスに応じ
た音楽データをストリーミング再生可能な音楽データとして選択する等、この他種々の選
択手法を適用するようにしても良い。
【００２３】
　また例えば図８（Ｂ）に示す再生リスト生成処理手順ＲＴ２の場合、この音楽提供サー
バ２の制御部９はステップＳＰ３において、音楽再生端末４から端末識別情報及び再生リ
スト生成条件情報が含まれた再生リスト生成要求信号を受信するとステップＳＰ４に進む
。そしてこのステップＳＰ４において音楽提供サーバ２の制御部９は、サーバ記憶部１０
に記憶している複数の音楽データの中から、再生リスト生成要求信号中の端末識別情報に
より識別される音楽再生端末４にストリーミング再生させることが可能な音楽データを選
択する再生可能音楽選択処理を実行し、この再生可能音楽選択処理により選択した音楽デ
ータの中から、再生リスト生成要求信号中の再生リスト生成条件情報に示された条件に適
合する音楽データを抽出し、当該抽出した音楽データを識別する音楽データ識別情報をか
かる条件に適合した再生順序で並べることにより再生リストＬ１を生成し、当該生成した
再生リストＬ１をサーバ記憶部１０に記憶する。
【００２４】
　また例えば図８（Ｃ）に示す再生リスト生成処理手順ＲＴ３の場合、この音楽提供サー
バ２の制御部９はステップＳＰ５において、音楽再生端末４から端末識別情報及び希望再
生リストが含まれた再生リスト生成要求信号を受信するとステップＳＰ６に進む。そして
このステップＳＰ６において音楽提供サーバ２の制御部９は、サーバ記憶部１０に記憶し
ている複数の音楽データの中から、再生リスト生成要求信号中の端末識別情報により識別
される音楽再生端末４にストリーミング再生させることが可能な音楽データを選択する再
生可能音楽選択処理を実行し、この再生可能音楽選択処理により選択した音楽データの中
から、再生リスト生成要求信号中の希望再生リストに示された音楽データを抽出し、当該
抽出した音楽データを希望再生リストに示された再生順序で並べることにより再生リスト
Ｌ１を生成し、当該生成した再生リストＬ１をサーバ記憶部１０に記憶するようになされ
ている。
【００２５】
　このようにして音楽提供サーバ２の制御部９は、上述した再生リスト生成処理手順ＲＴ
１、ＲＴ２、ＲＴ３の何れかにより生成した再生リストＬ１をサーバ記憶部１０に記憶し
た後、当該記憶した再生リストＬ１に従って連続ストリーミング再生することができる旨
を通知する再生可能通知信号を、サーバ通信部８及びネットワーク３を順次介して音楽再
生端末４に対して送信する（図７のステップＳＴ３）。
【００２６】
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　音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２からの再生可能通知信号を端末通信部
７を介して受信すると、かかる再生リストＬ１に従って連続ストリーミング再生を開始す
るように要求する連続ストリーミング再生開始要求信号を、端末通信部７及びネットワー
ク３を順次介して音楽提供サーバ２に対して送信する（図７のステップＳＴ４）。
【００２７】
　音楽提供サーバ２の制御部９は、音楽再生端末４からの連続ストリーミング再生開始要
求信号をサーバ通信部８を介して受信すると、かかる再生リストＬ１に従って音楽データ
をストリーミング音楽データとして音楽再生端末４に対して提供開始する旨を通知する提
供開始通知信号を、サーバ通信部８及びネットワーク３を順次介して音楽再生端末４に対
して送信する（図７のステップＳＴ５）。因みにこの提供開始通知信号には、音楽再生端
末４に対して最初に提供するストリーミング音楽データのタイトルやアーティスト名等を
示した提供音楽付属情報が含まれるようになされている。
【００２８】
　音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２からの提供開始通知信号を端末通信部
７を介して受信すると、当該受信した提供開始通知信号中の提供音楽付属情報に基づいて
、これからストリーミング再生するストリーミング音楽データのタイトルやアーティスト
名等を表示部１１に表示する（図７のステップＳＴ６）。
【００２９】
　また音楽提供サーバ２の制御部９は、提供開始通知信号を送信した後かかる再生リスト
Ｌ１を参照することにより、例えば再生順序１番目の音楽データ識別情報に対応付けられ
ている記憶位置情報を認識し、当該認識した記憶位置情報に示されているサーバ記憶部１
０上の記憶位置から音楽データを読み出し、当該読み出した音楽データをストリーミング
音楽データとして、サーバ通信部８及びネットワーク３を順次介して音楽再生端末４に対
して送信する（図７のステップＳＴ７）。
【００３０】
　これにより音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２からのストリーミング音楽
データを端末通信部７を介して受信しつつ、当該受信したストリーミング音楽データを再
生部１２により順次再生処理することにより、放音部１３から音楽を放音することができ
る。
【００３１】
　やがて音楽提供サーバ２の制御部９は、かかる再生リストＬ１に示された１曲目のスト
リーミング音楽データを送信し終えると、この再生リストＬ１に示された次曲以降のスト
リーミング音楽データを同様の手順（ステップＳＴ５～ＳＴ７）を経て送信するようにな
されている。
【００３２】
　次に図７に示した連続ストリーミング再生処理手順ＭＲＴ１を、音楽提供サーバ２側の
処理手順と音楽再生端末４側の処理手順とに分けて説明する。
【００３３】
　まず図１０に示すフローチャートを用いて、音楽提供サーバ２側の音楽提供処理手順Ｒ
Ｔ４を説明する。
【００３４】
　音楽提供サーバ２の制御部９はステップＳＰ１１において、音楽再生端末４からの再生
リスト生成要求信号を受信すると、次のステップＳＰ１２に進み、当該受信した再生リス
ト生成要求信号中の端末識別情報により識別される音楽再生端末４に対して、連続ストリ
ーミング再生サービスを提供して良いか否かを判断する。このステップＳＰ１２において
否定結果が得られると、このことは、例えばこの音楽再生端末４のユーザがこのストリー
ミング再生サービスに加入登録していないため、連続ストリーミング再生サービスを提供
することができない旨を意味しており、このとき音楽提供サーバ２の制御部９はステップ
ＳＰ１３に移って、この旨をユーザに通知する等のエラー処理を実行した後、終了ステッ
プＳＰ１４に移って音楽提供処理手順ＲＴ４を終了する。これに対してこのステップＳＰ
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１２において肯定結果が得られると、このことは、連続ストリーミング再生サービスを提
供することができる旨を意味しており、このとき音楽提供サーバ２の制御部９はステップ
ＳＰ１５に移って、上述した再生リスト生成処理ＲＴ１、ＲＴ２、ＲＴ３の何れかを実行
することにより再生リストＬ１を生成する。
【００３５】
　次いで音楽提供サーバ２の制御部９は再生リストＬ１を正常に生成し終えると、ステッ
プＳＰ１６に移り、再生可能通知信号を音楽再生端末４に対して送信する。やがて音楽提
供サーバ２の制御部９はステップＳＰ１７において、音楽再生端末４から送信された連続
ストリーミング再生開始要求信号を受信すると、ステップＳＰ１８に移り、音楽データを
ストリーミング音楽データとして音楽再生端末４に対して提供開始する旨を通知する提供
開始通知信号を音楽再生端末４に対して送信する。
【００３６】
　続いて音楽提供サーバ２の制御部９はステップＳＰ１９に進み、再生リストＬ１から再
生順序に従い１つの音楽データ識別情報に対応付けられている記憶位置を検出し、当該検
出した記憶位置に記憶されている音楽データをサーバ記憶部１０から読み出し、当該読み
出した音楽データをストリーミング音楽データとして音楽再生端末４に対して送信する。
【００３７】
　そしてこのストリーミング音楽データの送信終了後音楽提供サーバ２の制御部９はステ
ップＳＰ２０に移って、再生リストＬ１において再生順序が次の音楽データが示されてい
るかを判断する。このステップＳＰ２０において肯定結果が得られると、このとき音楽提
供サーバ２の制御部９はステップＳＰ１８に戻り、再生順序が次の音楽データに対する提
供開始通知信号を音楽再生端末４に対して送信する。これに対してこのステップＳＰ２０
において否定結果が得られると、このことは、次にストリーミング再生させる音楽データ
の音楽データ識別情報が再生リストＬ１に示されていないことを意味しており、このとき
音楽提供サーバ２の制御部９は終了ステップＳＰ１４に移って音楽提供処理手順ＲＴ４を
終了する。
【００３８】
　続いて図１１に示すフローチャートを用いて、音楽再生端末４側の音楽再生処理手順Ｒ
Ｔ５を説明する。
【００３９】
　音楽再生端末４の操作部５に対して、複数の音楽データを連続ストリーミング再生させ
るための連続ストリーミング再生操作が行われると、この音楽再生端末４の制御部６はス
テップＳＰ３１に移り、再生リストＬ１を生成するように要求する再生リスト生成要求信
号を音楽提供サーバ２に対して送信する。
【００４０】
　次いで音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２から送信される再生可能通知信
号の受信を待ち受け、この再生可能通知信号を受信することができるとステップＳＰ３２
において肯定結果を得てステップＳＰ３３に移る。これに対して音楽再生端末４の制御部
６は、この再生可能通知信号を受信することができないとステップＳＰ３２において否定
結果を得てステップＳＰ３４に進み、この旨をユーザに通知する等のエラー処理を実行し
た後、終了ステップＳＰ３５に移って音楽再生処理手順ＲＴ５を終了する。
【００４１】
　ステップＳＰ３３において音楽再生端末４の制御部６は、再生リストＬ１に従って音楽
データの連続ストリーミング再生を開始するように要求する連続ストリーミング再生開始
要求信号を音楽提供サーバ２に対して送信する。
【００４２】
　そして音楽再生端末４の制御部６はステップＳＰ３６に移り、音楽提供サーバ２から送
信された提供開始通知信号を受信すると、ステップＳＰ３７に移る。ステップＳＰ３７に
おいて音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２から受信した提供開始通知信号中
の提供音楽付属情報に基づいて、これからストリーミング再生するストリーミング音楽デ
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ータのタイトルやアーティスト名等を表示部１１に表示する。
【００４３】
　続くステップＳＰ３８において音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２からの
ストリーミング音楽データを順次受信しつつ、当該受信したストリーミング音楽データを
再生部１２により順次再生処理することにより放音部１３から音楽を放音する。
【００４４】
　やがて音楽再生端末４の制御部６はこのストリーミング音楽データの再生を終了すると
ステップＳＰ３９に進み、再生順序で次に再生する音楽データ用の提供開始通知信号を音
楽提供サーバ２から受信したか否かを判断する。このステップＳＰ３９において肯定結果
が得られた場合、このことは再生順序で次に再生する音楽データが存在していることによ
り当該音楽データに対する提供開始通知信号を受信したことを意味しており、このとき音
楽再生端末４の制御部６はステップＳＰ３７に戻って、音楽提供サーバ２から受信した提
供開始通知信号中の提供音楽付属情報に基づいて、次にストリーミング再生するストリー
ミング音楽データのタイトルやアーティスト名等を表示部１１に表示する。これに対して
このステップＳＰ３９において否定結果が得られた場合、音楽再生端末４の制御部６は終
了ステップＳＰ３５に移って音楽再生処理手順ＲＴ５を終了する。
【００４５】
　以上の構成においてこの音楽再生システム１は、音楽データを提供する音楽提供サーバ
２と、音楽提供サーバ２から提供されるストリーミング音楽データをネットワーク３を介
して取得しつつ当該取得したストリーミング音楽データを順次再生する音楽再生端末４と
を有する。
【００４６】
　この音楽再生端末４の制御部６は、ユーザにより連続ストリーミング再生操作が行われ
ると、少なくともこの音楽再生端末４の端末識別情報が含まれた再生リスト生成要求信号
を音楽提供サーバ２に対して送信する。
【００４７】
　音楽提供サーバ２の制御部９は、音楽再生端末４から端末識別情報が含まれた再生リス
ト生成要求信号を受信すると、当該受信した再生リスト生成要求信号中の端末識別情報に
より識別される音楽再生端末４によって再生可能な音楽データを、サーバ記憶部１０に記
憶された複数の音楽データから選択し、当該選択した音楽データの再生順序を示した再生
リストＬ１を生成する。
【００４８】
　そしてこの音楽提供サーバ２の制御部９は、当該生成した再生リストＬ１に示されてい
る再生順序に従ってサーバ記憶部１０に記憶されている音楽データをストリーミング音楽
データとして音楽再生端末４に順次提供する。
【００４９】
　これにより音楽再生端末４は、音楽提供サーバ２が保持している再生リストＬ１に従っ
て順次提供されるストリーミング音楽データを順次取得して再生することができる。
【００５０】
　以上の構成によれば、音楽再生端末４は音楽提供サーバ２が保持している再生リストＬ
１に従って順次提供される音楽データを順次取得して再生することができ、かくしてユー
ザに手間をかけさせることなく格段と効率的に音楽データを再生することができる音楽再
生システム１を実現することができる。
【００５１】
（３）第２の実施形態
　この第２の実施形態において、音楽再生システム１、音楽再生端末４及び音楽提供サー
バ２の構成は第１の実施形態と同様である。またこの第２の実施形態においては、図５に
示したように音楽提供サーバ２が再生リストＬ１を保持する点も第１の実施形態と同様で
ある。ここでは、異なる点を中心に説明する。
【００５２】
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　音楽再生端末４の操作部５に対して、複数の音楽データを連続ストリーミング再生させ
るための連続ストリーミング再生操作が行われると、この音楽再生端末４の制御部６は、
連続ストリーミング再生時に使用する再生リストＬ１を生成するように要求する再生リス
ト生成要求信号を、端末通信部７及びネットワーク３を順次介して音楽提供サーバ２に対
して送信する（図１２のステップＳＴ１１）。ここでこの再生リスト生成要求信号には、
この音楽再生端末４を識別するための端末識別情報が含まれる。また本実施の形態の場合
この再生リスト生成要求信号には、再生リスト生成条件情報や希望再生リストが含まれる
場合もある。
【００５３】
　音楽提供サーバ２の制御部９は、音楽再生端末４からの再生リスト生成要求信号をサー
バ通信部８を介して受信すると、上述した再生リスト生成処理ＲＴ１、ＲＴ２、ＲＴ３の
何れかを実行することにより再生リストＬ１を生成する（図１２のステップＳＴ１２）。
【００５４】
　次いで音楽提供サーバ２の制御部９は、再生リスト生成処理手順ＲＴ１、ＲＴ２、ＲＴ
３の何れかにより生成した再生リストＬ１をサーバ記憶部１０に記憶した後、当該記憶し
た再生リストＬ１に従って連続ストリーミング再生することができる旨を通知する再生可
能通知信号を、サーバ通信部８及びネットワーク３を順次介して音楽再生端末４に対して
送信する（図１２のステップＳＴ１３）。この際音楽提供サーバ２の制御部９は、かかる
再生リストＬ１の中から音楽再生端末４に対して最初にストリーミング再生させる音楽デ
ータの音楽データ識別情報を取得し、当該取得した音楽データ識別情報をこの再生可能通
知信号に含ませるようになされている。
【００５５】
　音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２から音楽データ識別情報を含む再生可
能通知信号を端末通信部７を介して受信すると、当該受信した再生可能通知信号に含まれ
る音楽データ識別情報を端末記憶部１４に記憶する（図１２のステップＳＴ１４）。
【００５６】
　続いて音楽再生端末４の制御部６は、端末記憶部１４に記憶した音楽データ識別情報に
より識別される音楽データをストリーミング音楽データとして提供するように要求する提
供要求信号を、端末通信部７及びネットワーク３を順次介して音楽提供サーバ２に対して
送信する（図１２のステップＳＴ１５）。この際音楽再生端末４の制御部６は、図９（Ｂ
）に示すようにこの提供要求信号中に、音楽提供サーバ２に対して提供するように要求す
る音楽データの音楽データ識別情報とこの音楽再生端末４を識別する端末識別情報とを含
ませるようになされている。
【００５７】
　音楽提供サーバ２の制御部９は、音楽再生端末４から端末識別情報及び音楽データ識別
情報が含まれた提供要求信号をサーバ通信部８を介して受信すると、当該端末識別情報が
示された再生リストＬ１が存在するか否か確認し、この再生リストＬ１の存在を確認でき
た場合当該音楽データ識別情報により識別される音楽データの記憶位置情報をこの再生リ
ストＬ１から検索した後（図１２のステップＳＴ１６）、この音楽データをストリーミン
グ音楽データとして音楽再生端末４に対して提供開始する旨を通知する提供開始通知信号
を、サーバ通信部８及びネットワーク３を順次介して音楽再生端末４に対して送信する（
図１２のステップＳＴ１７）。因みにこの提供開始通知信号には、音楽再生端末４に対し
て最初に提供するストリーミング音楽データのタイトルやアーティスト名等を示した提供
音楽付属情報が含まれるようになされている。
【００５８】
　音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２からの提供開始通知信号を端末通信部
７を介して受信すると、当該受信した提供開始通知信号中の提供音楽付属情報に基づいて
、これからストリーミング再生するストリーミング音楽データのタイトルやアーティスト
名等を表示部１１に表示する（図１２のステップＳＴ１８）。
【００５９】
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　また音楽提供サーバ２の制御部９は、ステップＳＴ１６において再生リストＬ１から検
索した記憶位置情報に示されている記憶位置に記憶されている音楽データをサーバ記憶部
１０から読み出し、当該読み出した音楽データをストリーミング音楽データとして、サー
バ通信部８及びネットワーク３を順次介して音楽再生端末４に対して送信する（図１２の
ステップＳＴ１９）。
【００６０】
　これにより音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２からのストリーミング音楽
データを端末通信部７を介して順次受信しつつ、当該受信したストリーミング音楽データ
を再生部１２により順次再生処理することにより、放音部１３から音楽を放音することが
できる。
【００６１】
　やがて音楽提供サーバ２の制御部９は、かかる再生リストＬ１に示された１曲目のスト
リーミング音楽データを送信し終えると、この再生リストＬ１に示された次曲以降のスト
リーミング音楽データを同様の手順（ステップＳＴ１３～ＳＴ１９）を経て送信するよう
になされている。
【００６２】
　次に図１２に示した連続ストリーミング再生処理手順ＭＲＴ２を、音楽提供サーバ２側
の処理手順と音楽再生端末４側の処理手順とに分けて説明する。
【００６３】
　まず図１３に示すフローチャートを用いて、音楽提供サーバ２側の音楽提供処理手順Ｒ
Ｔ６を説明する。
【００６４】
　音楽提供サーバ２の制御部９はステップＳＰ５１において、音楽再生端末４からの再生
リスト生成要求信号を受信すると、次のステップＳＰ５２に進み、当該受信した再生リス
ト生成要求信号中の端末識別情報により識別される音楽再生端末４に対して、連続ストリ
ーミング再生サービスを提供して良いか否かを判断する。このステップＳＰ５２において
否定結果が得られると、このことは、例えばこの音楽再生端末４のユーザがこのストリー
ミング再生サービスに加入登録していないため、連続ストリーミング再生サービスを提供
することができない旨を意味しており、このとき音楽提供サーバ２の制御部９はステップ
ＳＰ５３に移って、この旨をユーザに通知する等のエラー処理を実行した後、終了ステッ
プＳＰ５４に移って音楽提供処理手順ＲＴ６を終了する。これに対してこのステップＳＰ
５２において肯定結果が得られると、このことは、連続ストリーミング再生サービスを提
供することができる旨を意味しており、このとき音楽提供サーバ２の制御部９はステップ
ＳＰ５５に移って、上述した再生リスト生成処理ＲＴ１、ＲＴ２、ＲＴ３の何れかを実行
することにより再生リストＬ１を生成する。
【００６５】
　次いで音楽提供サーバ２の制御部９は再生リストＬ１を正常に生成し終えると、ステッ
プＳＰ５６に移り、最初にストリーミング再生させる音楽データの音楽データ識別情報を
含ませた再生可能通知信号を音楽再生端末４に対して送信する。
【００６６】
　やがて音楽提供サーバ２の制御部９はステップＳＰ５７において、音楽再生端末４から
端末識別情報及び音楽データ識別情報が含まれた提供要求信号を受信すると、当該端末識
別情報が示された再生リストＬ１が存在するか否かを確認し、この再生リストＬ１が存在
することが確認できた場合ステップＳＰ５８に移って、当該音楽データ識別情報により識
別される音楽データの記憶位置をこの再生リストＬ１から検索する。
【００６７】
　次いで音楽提供サーバ２の制御部９はステップＳＰ５９に移って、再生リストＬ１から
検索した記憶位置に記憶されている音楽データが提供可能か否かを判断する。
【００６８】
　このステップＳＰ５９において否定結果が得られると、例えばこのことは、この音楽デ
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ータがかかる記憶位置に存在しないことから提供不可能であることを意味しており、この
とき音楽提供サーバ２の制御部９はステップＳＰ６０に移って、再生リストＬ１において
再生順序が次の音楽データが示されているか否かを判断する。このステップＳＰ６０にお
いて肯定結果が得られると、このとき音楽提供サーバ２の制御部９はステップＳＰ５６に
戻り、次にストリーミング再生させる音楽データの音楽データ識別情報を含ませた再生可
能通知信号を音楽再生端末４に対して送信する。これに対してこのステップＳＰ６０にお
いて否定結果が得られると、このことは、次にストリーミング再生させる音楽データの音
楽データ識別情報が再生リストＬ１に示されていないことを意味しており、このとき音楽
提供サーバ２の制御部９は終了ステップＳＰ５４に移って音楽提供処理手順ＲＴ６を終了
する。
【００６９】
　一方かかるステップＳＰ５９において肯定結果が得られると、例えばこのことは、この
音楽データがかかる記憶位置に存在することから提供可能であることを意味しており、こ
のとき音楽提供サーバ２の制御部９はステップＳＰ６１に移って、この音楽データをスト
リーミング音楽データとして音楽再生端末４に対して提供開始する旨を通知する提供開始
通知信号を音楽再生端末４に対して送信する。
【００７０】
　続いて音楽提供サーバ２の制御部９はステップＳＰ６２に進み、再生リストＬ１から検
索した記憶位置に記憶されている音楽データをサーバ記憶部１０から読み出し、当該読み
出した音楽データをストリーミング音楽データとして音楽再生端末４に対して送信する。
【００７１】
　そしてこのストリーミング音楽データの送信終了後音楽提供サーバ２の制御部９はステ
ップＳＰ６３に移って、再生リストＬ１において再生順序が次の音楽データが示されてい
るか否かを判断する。このステップＳＰ６３において肯定結果が得られると、このとき音
楽提供サーバ２の制御部９はステップＳＰ５６に戻り、次にストリーミング再生させる音
楽データの音楽データ識別情報を含ませた再生可能通知信号を音楽再生端末４に対して送
信する。これに対してこのステップＳＰ６３において否定結果が得られると、このことは
、次にストリーミング再生させる音楽データの音楽データ識別情報が再生リストＬ１に示
されていないことを意味しており、このとき音楽提供サーバ２の制御部９は終了ステップ
ＳＰ５４に移って音楽提供処理手順ＲＴ６を終了する。
【００７２】
　続いて図１４に示すフローチャートを用いて、音楽再生端末４側の音楽再生処理手順Ｒ
Ｔ７を説明する。
【００７３】
　音楽再生端末４の操作部５に対して、複数の音楽データを連続ストリーミング再生させ
るための連続ストリーミング再生操作が行われると、この音楽再生端末４の制御部６はス
テップＳＰ７１に移り、再生リストＬ１を生成するように要求する再生リスト生成要求信
号を音楽提供サーバ２に対して送信する。
【００７４】
　次いで音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２から音楽データ識別情報を含む
再生可能通知信号を受信するのを待ち受け、この再生可能通知信号を受信することができ
るとステップＳＰ７２において肯定結果を得てステップＳＰ７３に進み、当該受信した再
生可能通知信号に含まれる音楽データ識別情報を端末記憶部１４に記憶し、ステップＳＰ
７４に移る。これに対して音楽再生端末４の制御部６は、この再生可能通知信号を受信す
ることができないとステップＳＰ７２において否定結果を得てステップＳＰ７５に進み、
この旨をユーザに通知する等のエラー処理を実行した後、終了ステップＳＰ７６に移って
音楽再生処理手順ＲＴ７を終了するようになされている。
【００７５】
　ステップＳＰ７４において音楽再生端末４の制御部６は、端末記憶部１４に記憶した音
楽データ識別情報により識別される音楽データをストリーミング音楽データとして提供す
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るように要求する提供要求信号を音楽提供サーバ２に対して送信する。
【００７６】
　この後音楽再生端末４の制御部６はステップＳＰ７７に移って、音楽提供サーバ２から
送信された提供開始通知信号を受信するのを待ち受け、ここでこの提供開始通知信号を受
信できた場合ステップＳＰ７８に移る。これに対してこの提供開始通知信号を受信できな
かった場合音楽再生端末４の制御部６はステップＳＰ７９に移って、この受信できなかっ
た提供開始通知信号の代わりに、次にストリーミング再生させる音楽データの音楽データ
識別情報を含ませた再生可能通知信号を音楽提供サーバ２から受信したか否かを判断する
。このステップＳＰ７９において肯定結果が得られた場合、このことはこの再生可能通知
信号を受信したことを意味しており、このとき音楽再生端末４の制御部６はステップＳＰ
７３に戻って、当該受信した再生可能通知信号に含まれる音楽データ識別情報を端末記憶
部１４に記憶する。これに対してこのステップＳＰ７９において否定結果が得られた場合
、音楽再生端末４の制御部６は終了ステップＳＰ７６に移って音楽再生処理手順ＲＴ７を
終了するようになされている。
【００７７】
　ステップＳＰ７８において音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２から受信し
た提供開始通知信号中の提供音楽付属情報に基づいて、これからストリーミング再生する
ストリーミング音楽データのタイトルやアーティスト名等を表示部１１に表示する。
【００７８】
　続くステップＳＰ８０において音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２からの
ストリーミング音楽データを順次受信しつつ、当該受信したストリーミング音楽データを
再生部１２により順次再生処理することにより放音部１３から音楽を放音する。
【００７９】
　やがて音楽再生端末４の制御部６はこのストリーミング音楽データの再生を終了すると
ステップＳＰ８１に進み、次にストリーミング再生させる音楽データの音楽データ識別情
報を含ませた再生可能通知信号を音楽提供サーバ２から受信したか否かを判断する。この
ステップＳＰ８１において肯定結果が得られた場合、このことはこの再生可能通知信号を
受信したことを意味しており、このとき音楽再生端末４の制御部６はステップＳＰ７３に
戻って、当該受信した再生可能通知信号に含まれる音楽データ識別情報を端末記憶部１４
に記憶する。これに対してこのステップＳＰ８１において否定結果が得られた場合、音楽
再生端末４の制御部６は終了ステップＳＰ７６に移って音楽再生処理手順ＲＴ７を終了す
るようになされている。
【００８０】
　以上の構成において音楽提供サーバ２の制御部９は、音楽再生端末４に対して提供する
音楽データの音楽データ識別情報を示した再生リストＬ１を生成する。
【００８１】
　そしてこの音楽提供サーバ２の制御部９は、再生リストＬ１に従って音楽データをスト
リーミング音楽データとして提供する際、この音楽データの音楽データ識別情報を再生リ
ストＬ１の中から取得し、当該取得した音楽データ識別情報を音楽再生端末４に記憶させ
ておく。
【００８２】
　これによりこの音楽再生システム１においては、音楽提供サーバ２から音楽再生端末４
に対してストリーミング音楽データを提供している際ネットワーク３の障害等に起因して
当該提供が一時停止された場合でも、そのとき提供されていたストリーミング音楽データ
の音楽データ識別情報が音楽再生端末４に記憶されているので、当該音楽データ識別情報
により識別される音楽データから連続ストリーミング再生を再開させることができる。
【００８３】
　以上の構成によれば、音楽提供サーバ２から音楽再生端末４に対してストリーミング音
楽データを提供している際ネットワーク３の障害等に起因して当該提供が一時停止された
場合でも、そのとき提供されていたストリーミング音楽データの音楽データ識別情報が音
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楽再生端末４に記憶されているので、当該音楽データ識別情報により識別される音楽デー
タから連続ストリーミング再生を再開させることができ、かくして格段と使い勝手を向上
させることができる。
【００８４】
（４）第３の実施形態
　この第３の実施形態において、音楽再生システム１、音楽再生端末４及び音楽提供サー
バ２の構成は第１の実施形態と同様である。ここでは、異なる点を中心に説明する。
【００８５】
　この第３の実施形態の場合、図１５に示すように音楽再生端末４は、ストリーミング音
楽データの再生順序が示された音楽再生順序情報（再生リスト）を保持し、当該保持して
いる再生リストに示されている順番でストリーミング音楽データを提供するように音楽提
供サーバ２に対して要求し、当該要求に応じて音楽提供サーバ２から提供されるストリー
ミング音楽データを取得してこれを再生する。これによりこの音楽再生システム１によれ
ば、音楽再生端末４が保持している再生リストに従って、音楽再生端末４に複数の音楽デ
ータを連続ストリーミング再生させることができる。以下では、この点をさらに詳しく説
明する。
【００８６】
　音楽再生端末４の操作部５に対して、複数の音楽データを連続ストリーミング再生させ
る連続ストリーミング再生操作が行われると、この音楽再生端末４の制御部６は、この音
楽再生端末４において連続ストリーミング再生サービスを受けることができるか否かを確
認するように要求する再生可否確認要求信号を、端末通信部７及びネットワーク３を順次
介して音楽提供サーバ２に対して送信する（図１６のステップＳＴ２１）。ここでこの再
生可否確認要求信号には、この音楽再生端末４を識別するための端末識別情報が含まれる
。
【００８７】
　音楽提供サーバ２の制御部９は、音楽再生端末４からの再生可否確認信号をサーバ通信
部８を介して受信すると、この再生可否確認信号中の端末識別情報により識別される音楽
再生端末４に対して連続ストリーミング再生サービスを提供して良いか否かを確認する。
例えばここでこの音楽提供サーバ２の制御部９は、この音楽再生端末４のユーザがストリ
ーミング再生サービスに加入登録していることから、この音楽再生端末４に対して連続ス
トリーミング再生サービスを提供して良い旨を認識すると、この旨を通知するための再生
可能通知信号を、サーバ通信部８及びネットワーク３を順次介して音楽再生端末４に対し
て送信する（図１６のステップＳＴ２２）。
【００８８】
　音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２から送信された再生可能通知信号を端
末通信部７を介して受信すると、これに応じて再生リスト生成処理を実行する（図１６の
ステップＳＴ２３）。
【００８９】
　ここで図１７を用いてこの再生リスト生成処理を具体的に説明する。例えば図１７（Ａ
）に示す再生リスト生成処理手順ＲＴ８の場合、この音楽再生端末４の制御部６はステッ
プＳＰ９１において、この音楽再生端末４の端末識別情報を含ませた再生リスト生成要求
信号を、端末通信部７及びネットワーク３を順次介して音楽提供サーバ２に対して送信す
る。この再生リスト生成要求信号を受信した音楽提供サーバ２の制御部９は、サーバ記憶
部１０に記憶している複数の音楽データの中から、再生リスト生成要求信号中の端末識別
情報により識別される音楽再生端末４にストリーミング再生させることが可能な音楽デー
タを選択する再生可能音楽選択処理を実行し、この再生可能音楽選択処理により選択した
音楽データを識別する音楽データ識別情報を任意の再生順序で並べることにより再生リス
トＬ２（図１８（Ａ））を生成し、当該生成した再生リストＬ２をサーバ通信部８及びネ
ットワーク３を順次介して音楽再生端末４に対して送信する。これによりステップＳＰ９
２において音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２からの再生リストＬ２を端末
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通信部７を介して受信し、当該受信した再生リストＬ２を端末記憶部１４に記憶するよう
になされている。因みにこの場合音楽提供サーバ２の制御部９は、再生リストＬ２を生成
する際、この再生リストＬ２中の各音楽データ識別情報に対して、その音楽データを提供
する音楽提供サーバ２のサーバ識別情報を対応付けるようになされている。
【００９０】
　また例えば図１７（Ｂ）に示す再生リスト生成処理手順ＲＴ９の場合、この音楽再生端
末４の制御部６はステップＳＰ９３において、再生リストＬ２を生成させる際の生成条件
を示した再生リスト生成条件情報とこの音楽再生端末４の端末識別情報とを含ませた再生
リスト生成要求信号を、端末通信部７及びネットワーク３を順次介して音楽提供サーバ２
に対して送信する。この再生リスト生成要求信号を受信した音楽提供サーバ２の制御部９
は、サーバ記憶部１０に記憶している複数の音楽データの中から、再生リスト生成要求信
号中の端末識別情報により識別される音楽再生端末４にストリーミング再生させることが
可能な音楽データを選択する再生可能音楽選択処理を実行し、この再生可能音楽選択処理
により選択した音楽データの中から、再生リスト生成要求信号中の再生リスト生成条件情
報に示された条件に適合する音楽データを抽出し、当該抽出した音楽データを識別する音
楽データ識別情報をかかる条件に適合した再生順序で並べることにより再生リストＬ２を
生成し、当該生成した再生リストＬ２をサーバ通信部８及びネットワーク３を順次介して
音楽再生端末４に対して送信する。これによりステップＳＰ９４において音楽再生端末４
の制御部６は、音楽提供サーバ２から送信された再生リストＬ２を端末通信部７を介して
受信し、当該受信した再生リストＬ２を端末記憶部１４に記憶するようになされている。
【００９１】
　また例えば図１７（Ｃ）に示す再生リスト生成処理手順ＲＴ１０の場合、この音楽再生
端末４の制御部６はステップＳＰ９５において、音楽提供サーバ２のサーバ記憶部１０に
記憶されている音楽データのうちこの音楽再生端末４において再生可能な音楽データを通
知するように要求する再生可能音楽通知要求信号を、端末通信部７及びネットワーク３を
順次介して音楽提供サーバ２に対して送信する。因みにこの再生可能音楽通知要求信号に
は、この音楽再生端末４の端末識別情報が含まれる。この再生可能音楽通知要求信号を受
信した音楽提供サーバ２の制御部９は、サーバ記憶部１０に記憶している複数の音楽デー
タの中から、再生可能音楽通知要求信号中の端末識別情報により識別される音楽再生端末
４にストリーミング再生させることが可能な音楽データを選択する再生可能音楽選択処理
を実行し、この結果再生可能音楽選択処理により選択した音楽データの音楽識別情報とそ
の音楽データを提供する音楽提供サーバ２のサーバ識別情報とを対応付けて示した再生可
能音楽リストを生成し、当該生成した再生可能音楽リストをサーバ通信部８及びネットワ
ーク３を順次介して音楽再生端末４に対して送信する。これにより音楽再生端末４の制御
部６はステップＳＰ９６において、音楽提供サーバ２から送信された再生可能音楽リスト
を端末通信部７を介して受信し、当該受信した再生可能音楽リストに示されている音楽デ
ータ識別情報及びサーバ識別情報を任意の再生順序又はユーザにより設定された条件に適
合する再生順序で並べることにより再生リストＬ２を生成し、当該生成した再生リストＬ
２を端末記憶部１４に記憶するようになされている。
【００９２】
　このようにして音楽再生端末４の制御部６は、上述した再生リスト生成処理ＲＴ８、Ｒ
Ｔ９、ＲＴ１０の何れかを実行することにより生成した再生リストＬ２を端末記憶部１４
に記憶した後、当該記憶した再生リストＬ２を参照することにより再生順序が例えば１番
目になっている音楽データ識別情報及びサーバ識別情報を認識し、当該認識した音楽デー
タ識別情報により識別される音楽データを提供開始するように要求する提供開始要求信号
を、当該認識したサーバ識別情報により識別される音楽提供サーバ２に対して送信する（
図１６のステップＳＴ２４）。因みにこの提供開始要求信号には、図１８（Ｂ）に示すよ
うに、音楽データの要求先としてサーバ識別情報が含まれると共に、当該要求する音楽デ
ータの音楽データ識別情報及びこの音楽再生端末４の端末識別情報が含まれるようになさ
れている。
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【００９３】
　この提供開始要求信号中のサーバ識別情報により識別される音楽提供サーバ２の制御部
９は、この提供開始要求信号をサーバ通信部８を介して受信すると、当該提供開始要求信
号中の音楽データ識別情報により識別される音楽データを提供開始する旨を通知するため
の提供開始通知信号を、サーバ通信部８及びネットワーク３を順次介して音楽再生端末４
に対して送信する（図１６のステップＳＴ２５）。因みにこの提供開始通知信号には、音
楽再生端末４に対して提供開始するストリーミング音楽データのタイトルやアーティスト
名等を示した提供音楽付属情報が含まれるようになされている。
【００９４】
　音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２からの提供開始通知信号を端末通信部
７を介して受信すると、当該受信した提供開始通知信号中の提供音楽付属情報に基づいて
、これからストリーミング再生するストリーミング音楽データのタイトルやアーティスト
名等を表示部１１に表示する（図１６のステップＳＴ２６）。
【００９５】
　また提供開始要求信号中のサーバ識別情報により識別される音楽提供サーバ２の制御部
９は、この提供開始要求信号中の音楽データ識別情報により識別される音楽データをサー
バ記憶部１０から読み出し、当該読み出した音楽データをストリーミング音楽データとし
て、当該提供開始要求信号中の端末識別情報により識別される音楽再生端末４に対して送
信する（図１６のステップＳＴ２７）。
【００９６】
　やがてこの音楽提供サーバ２の制御部９は、音楽再生端末４に対して再生順序１番目の
ストリーミング音楽データを送信し終えると、この旨を通知する送信終了通知信号をサー
バ通信部８及びネットワーク３を順次介して音楽再生端末４に対して送信する（図１６の
ステップＳＴ２８）。
【００９７】
　音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２からの送信終了通知信号を端末通信部
７を介して受信すると、端末記憶部１４に記憶された再生リストＬ２を参照することによ
り再生順序が例えば２番目になっている音楽データ識別情報及びサーバ識別情報を認識し
、当該認識した音楽データ識別情報により識別される音楽データを提供開始するように要
求する提供開始要求信号を、当該認識したサーバ識別情報により識別される音楽提供サー
バ２に対して送信するようになされている（図１６における２回目のステップＳＴ２４）
。
【００９８】
　この後音楽再生端末４及び音楽提供サーバ２は、上述した手順と同様の手順（ステップ
ＳＴ２４～ＳＴ２８）を繰り返し実行する。これにより音楽再生端末４は、音楽再生端末
４に記憶されている再生リストＬ２に従って複数のストリーミング音楽データを順次再生
することができる。
【００９９】
　次に図１６に示した連続ストリーミング再生処理手順ＭＲＴ３を、音楽提供サーバ２側
の処理手順と音楽再生端末４側の処理手順とに分けて説明する。
【０１００】
　まず図１９に示すフローチャートを用いて、音楽提供サーバ２側の音楽提供処理手順Ｒ
Ｔ１１を説明する。
【０１０１】
　音楽提供サーバ２の制御部９はステップＳＰ１０１において、音楽再生端末４の端末識
別情報が含まれた再生可否確認要求信号を受信すると、当該再生可否確認要求信号中の端
末識別情報により識別される音楽再生端末４に対して連続ストリーミング再生サービスを
提供して良いか否かを確認する。ここで音楽提供サーバ２の制御部９は、この音楽再生端
末４のユーザがストリーミング再生サービスに加入登録していないことから、この音楽再
生端末４に対して連続ストリーミング再生サービスを提供できない旨を認識すると、ステ
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ップＳＰ１０２で否定結果を得てステップＳＰ１０３に進み、この旨を通知するための再
生不可能通知信号をサーバ通信部８及びネットワーク３を順次介して音楽再生端末４に対
して送信した後、終了ステップＳＰ１０４に移って音楽提供処理手順ＲＴ１１を終了する
。
【０１０２】
　これに対して音楽提供サーバ２の制御部９は、この音楽再生端末４のユーザがストリー
ミング再生サービスに加入登録していることから、この音楽再生端末４に対して連続スト
リーミング再生サービスを提供して良い旨を認識すると、ステップＳＰ１０２で肯定結果
を得てステップＳＰ１０５に進み、この旨を通知するための再生可能通知信号をサーバ通
信部８及びネットワーク３を順次介して音楽再生端末４に対して送信する。
【０１０３】
　そしてこの後音楽提供サーバ２の制御部９はステップＳＰ１０６において、音楽データ
識別情報や端末識別情報等が含まれた提供開始要求信号をサーバ通信部８を介して受信す
るとステップＳＰ１０７に進み、当該提供開始要求信号中の音楽データ識別情報により識
別される音楽データが提供可能か否かを判断する。
【０１０４】
　このステップＳＰ１０７において否定結果が得られると、例えばこのことは、この音楽
データが音楽提供サーバ２のサーバ記憶部１０に記憶されていないことを意味しており、
このとき音楽提供サーバ２の制御部９はステップＳＰ１０８に移って、提供不可能である
旨を通知する提供不可能通知信号をサーバ通信部８及びネットワーク３を順次介して音楽
再生端末４に対して送信した後ステップＳＰ１１２に移る。これに対してステップＳＰ１
０７において肯定結果が得られると、例えばこのことは、この音楽データが音楽提供サー
バ２のサーバ記憶部１０に記憶されていることを意味しており、このとき音楽提供サーバ
２の制御部９はステップＳＰ１０９に移って、この音楽データを提供開始する旨を通知す
るための提供開始通知信号をサーバ通信部８及びネットワーク３を順次介して音楽再生端
末４に対して送信する。
【０１０５】
　続いて音楽提供サーバ２の制御部９はステップＳＰ１１０に移り、提供開始要求信号中
の音楽データ識別情報により識別される音楽データをサーバ記憶部１０から読み出し、当
該読み出した音楽データをストリーミング音楽データとして、当該提供開始要求信号中の
端末識別情報により識別される音楽再生端末４に対して送信する。
【０１０６】
　やがてこの音楽提供サーバ２の制御部９は、音楽再生端末４に対してストリーミング音
楽データを送信し終えるとステップＳＰ１１１に進み、この旨を通知する送信終了通知信
号をサーバ通信部８及びネットワーク３を順次介して音楽再生端末４に対して送信する。
【０１０７】
　この後この音楽提供サーバ２の制御部９は、次の曲を提供開始するように要求する提供
開始要求信号を受信した場合続くステップＳＰ１１２において肯定結果を得て上述のステ
ップＳＰ１０７に戻り、これに対して提供開始要求信号を受信しない場合ステップＳＰ１
１２において否定結果を得て終了ステップＳＰ１０４に移り音楽提供処理手順ＲＴ１１を
終了する。
【０１０８】
　次に図２０に示すフローチャートを用いて、音楽再生端末４側の音楽再生処理手順ＲＴ
１２を説明する。
【０１０９】
　音楽再生端末４の制御部６は、複数の音楽データを連続ストリーミング再生させる連続
ストリーミング再生操作が行われるとステップＳＰ１２１に進み、この音楽再生端末４の
端末識別情報を含ませた再生可否確認要求信号を、端末通信部７及びネットワーク３を順
次介して音楽提供サーバ２に対して送信する。
【０１１０】
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　次いで音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２から再生可能通知信号ではなく
再生不可能通知信号を受信するとステップＳＰ１２２において否定結果を得てステップＳ
Ｐ１２３に進み、連続ストリーミング再生することができない旨をユーザに通知する等の
エラー処理を実行した後、終了ステップＳＰ１２４に移って音楽再生処理手順ＲＴ１２を
終了する。
【０１１１】
　これに対して音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２から再生可能通知信号を
受信するとステップＳＰ１２２において肯定結果を得てステップＳＰ１２５に進み、上述
した再生リスト生成処理手順ＲＴ８、ＲＴ９、ＲＴ１０の何れかを実行することにより再
生リストＬ２を生成し、当該生成した再生リストＬ２を端末記憶部１４に記憶する。
【０１１２】
　そして音楽再生端末４の制御部６はステップＳＰ１２６に進み、端末記憶部１４に記憶
した再生リストＬ２を参照することにより再生順序が例えば１番目になっている音楽デー
タ識別情報及びサーバ識別情報を認識し、当該認識した音楽データ識別情報により識別さ
れる音楽データを提供開始するように要求する提供開始要求信号を、当該認識したサーバ
識別情報により識別される音楽提供サーバ２に対して送信する。
【０１１３】
　この後音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２から提供開始通知信号を受信す
るとステップＳＰ１２７で肯定結果を得てステップＳＰ１２８に進み、これに対して音楽
提供サーバ２から提供開始通知信号ではなく提供不可能通知信号を受信すると、ステップ
ＳＰ１２７で否定結果を得てステップＳＰ１３１に移るようになされている。
【０１１４】
　かかるステップＳＰ１２８において音楽再生端末４の制御部６は、受信した提供開始通
知信号中の提供音楽付属情報に基づいて、これからストリーミング再生するストリーミン
グ音楽データのタイトルやアーティスト名等を表示部１１に表示する。
【０１１５】
　そしてステップＳＰ１２９において音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２か
らのストリーミング音楽データを端末通信部７を介して受信しつつ、当該受信したストリ
ーミング音楽データを順次再生するストリーミング再生処理を実行する。
【０１１６】
　やがてステップＳＰ１３０において音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２か
ら送信された送信終了通知信号を端末通信部７を介して受信するとステップＳＰ１３１に
移り、端末記憶部１４に記憶した再生リストＬ２を参照することにより再生順序が次の音
楽データ識別情報及びサーバ識別情報が存在するか否かを判断する。このステップＳＰ１
３１において肯定結果が得られると、このとき音楽再生端末４の制御部６はステップＳＰ
１２６に戻って、再生順序が次の音楽データを提供開始するように要求する提供開始要求
信号を音楽提供サーバ２に対して送信する。これに対してこのステップＳＰ１３１におい
て否定結果が得られると、このとき音楽再生端末４の制御部６はステップＳＰ１２４に移
って音楽再生処理手順ＲＴ１２を終了する。
【０１１７】
　以上の構成においてこの音楽再生システム１は、音楽データを提供する音楽提供サーバ
２と、音楽提供サーバ２から提供されるストリーミング音楽データをネットワーク３を介
して取得しつつ当該取得したストリーミング音楽データを順次再生する音楽再生端末４と
を有する。
【０１１８】
　この音楽再生端末４の制御部６は、ユーザにより連続ストリーミング再生操作が行われ
ると、少なくともこの音楽再生端末４の端末識別情報を音楽提供サーバ２に対して送信す
る。
【０１１９】
　音楽提供サーバ２の制御部９は、音楽再生端末４からの端末識別情報を受信すると、当
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該受信した端末識別情報により識別される音楽再生端末４によって再生可能な音楽データ
を、サーバ記憶部１０に記憶された複数の音楽データから選択する。次いで音楽提供サー
バ２の制御部９又は音楽再生端末４の制御部６は、当該選択された音楽データの再生順序
を示した再生リストＬ２を生成し、当該生成した再生リストＬ２を音楽再生端末４の端末
記憶部１４に記憶させる。
【０１２０】
　そして音楽再生端末４の制御部６は、端末記憶部１４に記憶された再生リストＬ２に示
されている再生順序に従って音楽データをストリーミング音楽データとして音楽再生端末
４に順次提供するように音楽提供サーバ２に対して要求する。
【０１２１】
　これにより音楽再生端末４は、端末記憶部１４に記憶保持している再生リストＬ２に従
って、音楽提供サーバ２から複数のストリーミング音楽データを順次取得してこれを再生
することができる。
【０１２２】
　以上の構成によれば、音楽再生端末４は端末記憶部１４に記憶保持している再生リスト
Ｌ２に従って、音楽提供サーバ２から複数のストリーミング音楽データを順次取得してこ
れを再生することができる。この結果、ユーザに手間をかけさせることなく格段と効率的
に音楽データを再生することができる音楽再生システム１を実現することができる。
【０１２３】
（５）第４の実施形態
　この第４の実施形態において、音楽再生システム１、音楽再生端末４及び音楽提供サー
バ２の構成は第１の実施形態と同様である。ここでは、異なる点を中心に説明する。
【０１２４】
　この第４の実施形態の場合音楽再生端末４の記録媒体再生部１５には、複数の音楽デー
タが記録された記録媒体（この場合、ＣＤ（Compact Disc）、半導体メモリ及びＭＤ（Mi
ni Disc （登録商標）））が装填されている。この記録媒体再生部１５は、装填されてい
る記録媒体から音楽データを読み出し、当該読み出した音楽データを再生部１２に対して
供給することによりこの音楽データを再生し、その結果放音部１３から音楽を放音させる
ことができる。
【０１２５】
　例えばこのＣＤには、図２１（Ａ）に示すようにこのＣＤに記録されている音楽データ
を識別するための音楽データ識別情報とその音楽データの記憶位置を示した記憶位置情報
とを対応付けてなるＣＤ記録音楽管理情報Ｉ１が記憶されている。因みにこの場合この音
楽データ識別情報は、記録されている音楽データの曲名やアーティスト名やトラック番号
等に相当する。
【０１２６】
　また半導体メモリには、例えば図２１（Ｂ）に示すようにこの半導体メモリに記録され
ている音楽データを識別するための音楽データ識別情報とその音楽データの記憶位置を示
した記憶位置情報とを対応付けてなる半導体メモリ記録音楽管理情報Ｉ２が記憶されてい
る。またＭＤには、例えば図２１（Ｃ）に示すようにこのＭＤに記録されている音楽デー
タを識別するための音楽データ識別情報とその音楽データの記憶位置を示した記憶位置情
報とを対応付けてなるＭＤ記録音楽管理情報Ｉ３が記憶されている。
【０１２７】
　また本実施形態の場合音楽再生端末４の端末記憶部１４（例えばハードディスクドライ
ブ）には、予め複数の音楽データが記憶されている。またこの端末記憶部１４には、例え
ば図２１（Ｄ）に示すようにこの端末記憶部１４に記録されている音楽データを識別する
ための音楽データ識別情報とその音楽データの記憶位置を示した記憶位置情報とを対応付
けてなる端末記憶音楽管理情報Ｉ４が記憶されている。
【０１２８】
　ここで図２２に示すフローチャートを用いて、例えばＣＤに記録されている音楽データ
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を再生処理する際の再生処理手順ＲＴ１３を説明する。因みに半導体メモリやＭＤや端末
記憶部１４に記録されている音楽データを再生する際の再生処理手順も、この再生処理手
順ＲＴ１３とほぼ同様であるので説明を省略する。
【０１２９】
　音楽再生端末４の操作部５に対して、ＣＤに記録されている音楽データの音楽データ識
別情報（例えばトラック番号）を入力することによりこの音楽データを再生するように命
令する再生命令操作が行われると、このとき音楽再生端末４の制御部６はステップＳＰ１
４１に移り、ＣＤ記録音楽管理情報Ｉ１を参照することにより当該入力された音楽データ
識別情報に対応付けられている記憶位置情報を認識する。
【０１３０】
　次いで音楽再生端末４の制御部６はステップＳＰ１４２に移り、例えば、当該認識した
記憶位置情報に応じたＣＤ上の記憶位置にアクセスすることにより当該アクセス先に記憶
されている音楽データが再生可能か否かを判断する。
【０１３１】
　このステップＳＰ１４２において否定結果が得られると、このことは、かかる音楽デー
タが再生不可能であることを意味しており、このとき音楽再生端末４の制御部６はステッ
プＳＰ１４３に移って、この音楽データを再生し得ない旨をユーザに対して通知する等の
エラー処理を実行した後、終了ステップＳＰ１４４に移って再生処理手順ＲＴ１３を終了
する。
【０１３２】
　これに対してステップＳＰ１４２において肯定結果が得られると、このことは、かかる
音楽データが再生可能であることを意味しており、このとき音楽再生端末４の制御部６は
ステップＳＰ１４５に移って、ＣＤに関する再生のための初期化処理を実行終了したか否
かを判断する。このステップＳＰ１４５において否定結果が得られた場合、音楽再生端末
４の制御部６はステップＳＰ１４６に移って初期化処理を完了した後ステップＳＰ１４７
に移り、かかる音楽データをＣＤから読み出して再生処理する。これに対してステップＳ
Ｐ１４５において肯定結果が得られた場合、音楽再生端末４の制御部６はそのままステッ
プＳＰ１４７に移り、かかる音楽データをＣＤから読み出して再生処理するようになされ
ている。
【０１３３】
　ところでこの音楽再生端末４の制御部６は、再生リストを生成するように命令する再生
リスト生成命令操作が行われると、これに応じて図２３に示すような再生リストＬ３を生
成し、当該生成した再生リストＬ３を端末記憶部１４に記憶するようになされている。
【０１３４】
　すなわちこの音楽再生端末４の制御部６は、ＣＤ、半導体メモリ又はＭＤに記憶されて
いる音楽データの音楽データ識別情報とその音楽データに関連する音楽データ関連情報（
アーティスト名やタイトル等）とその音楽データの提供元（ＣＤ、半導体メモリ又はＭＤ
）を識別するための提供元識別情報とを再生リストＬ３に示すようになされている。
【０１３５】
　またこの音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２に記憶されている音楽データ
であってこの音楽再生端末４において再生可能な音楽データを認識し、当該認識した音楽
データの音楽データ識別情報とその音楽データに関連する音楽データ関連情報（アーティ
スト名やタイトル等）とその音楽データの提供元（音楽提供サーバ２）を識別するための
提供元識別情報とを、再生リストＬ３に示すようになされている。
【０１３６】
　ここで図２４に示すフローチャートを用いて、この再生リストＬ３に従って音楽データ
を再生する再生リスト再生処理手順ＲＴ１４を説明する。
【０１３７】
　この音楽再生端末４の制御部６はステップＳＰ１５１において、この再生リストＬ３に
従って音楽データを再生するように命令する再生リスト再生命令操作が操作部５に対して
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行われたことを認識すると、これに応じてステップＳＰ１５２に移り、この再生リストＬ
３を参照することにより再生対象となる例えば再生順序１番目の音楽データの音楽データ
識別情報を認識し、次いでステップＳＰ１５３に進んで、当該認識した音楽データ識別情
報に対応付けられている提供元識別情報（例えばＣＤ）を認識する。
【０１３８】
　そして音楽再生端末４の制御部６はステップＳＰ１５４に移り、当該認識した提供元識
別情報により識別される音楽データ提供元（ＣＤ）から音楽データを取得できるか否かを
判断する。このステップＳＰ１５４において否定結果が得られると、例えばこのことは、
音楽データ提供元（ＣＤ）が装填／接続されていないので、かかる音楽データを取得する
ことができない旨を意味しており、このとき音楽再生端末４の制御部６はステップＳＰ１
５５に移って、この旨を通知する等のエラー処理を実行した後、ステップＳＰ１５６に移
るようになされている。
【０１３９】
　これに対してステップＳＰ１５４において肯定結果が得られると、例えばこのことは、
音楽データ提供元（ＣＤ）が装填されているので、かかる音楽データを取得することがで
きる旨を意味しており、このとき音楽再生端末４の制御部６はステップＳＰ１５７に移る
。
【０１４０】
　ステップＳＰ１５７において音楽再生端末４の制御部６は、ステップＳＰ１５３で認識
した提供元識別情報により識別される提供元の音楽管理情報（ＣＤ記録音楽管理情報Ｉ１
）を参照することにより、ステップＳＰ１５２で認識した音楽データ識別情報に対応付け
られている記憶位置情報を認識する。
【０１４１】
　次いで音楽再生端末４の制御部６はステップＳＰ１５８に移り、当該認識した記憶位置
情報に基づくＣＤ上の記憶位置にアクセスすることにより、かかる音楽データを再生する
ことができるか否かを判断する。
【０１４２】
　このステップＳＰ１５８において否定結果が得られた場合、音楽再生端末４の制御部６
はステップＳＰ１５５に移って、かかる音楽データを再生することができない旨を通知す
る等のエラー処理を実行し、これに対してステップＳＰ１５８において肯定結果が得られ
た場合、音楽再生端末４の制御部６はステップＳＰ１５９に移って、この音楽データを読
み出して再生開始する。
【０１４３】
　またこのとき音楽再生端末４の制御部６はステップＳＰ１６０に移り、かかる音楽デー
タの再生が正常に開始されたか否かを判断し、ここで否定結果が得られるとステップＳＰ
１５５に移ってエラー処理を実行し、これに対して肯定結果が得られるとステップＳＰ１
６１に移って、この音楽データの音楽データ識別情報に対応付けられている音楽データ関
連情報を再生リストＬ３から取得し、当該取得した音楽データ関連情報に基づいてアーテ
ィスト名やタイトル等を表示部１１に表示することにより、この音楽データが再生開始さ
れた旨をユーザに通知する。
【０１４４】
　この後音楽再生端末４の制御部６は、かかる音楽データの再生を終了すると続くステッ
プＳＰ１６２において肯定結果を得てステップＳＰ１６３に進み、未だ再生していない音
楽データの提供元識別情報、音楽データ関連情報及び音楽データ識別情報が再生リストＬ
３に示されているか否かを判断する。ここで肯定結果が得られるとこのとき音楽再生端末
４の制御部６はステップＳＰ１５６に移って、再生リストＬ３中の再生対象を次に進めた
後、ステップＳＰ１５２に戻るようになされている。これに対して否定結果が得られると
このとき音楽再生端末４の制御部６は、終了ステップＳＰ１６４に移って再生リスト再生
処理手順ＲＴ１４を終了するようになされている。
【０１４５】
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　このように再生リスト再生処理手順ＲＴ１４によると音楽再生端末４は、音楽提供サー
バ２やＣＤやＭＤや半導体メモリや端末記憶部１４に記憶されている音楽データを再生リ
ストＬ３に従って順次再生することができる。
【０１４６】
　因みに本実施形態の場合、音楽再生端末４の制御部６は、音楽提供サーバ２に記憶され
ている音楽データであってこの音楽再生端末４において再生可能な音楽データを認識し、
当該認識した音楽データの音楽データ識別情報と音楽データ関連情報と提供元識別情報（
音楽提供サーバ２）とを再生リストＬ３に示すようにしたが、本発明はこれに限らず、例
えば図２５における再生リストＬ３の２行目にあるように、提供元識別情報として音楽提
供サーバ２だけを示すようにしても良い。そしてこの場合この音楽提供サーバ２には、例
えば第１の実施形態で説明したような再生リストＬ１を記憶保持させておく。これにより
音楽再生端末４の制御部６は、記憶保持している再生リストＬ３の例えば２行目を再生対
象として認識した際、図７におけるステップＳＴ４～ＳＴ７の処理を実行することにより
、音楽提供サーバ２が記憶保持している再生リストＬ１に応じたストリーミング音楽デー
タを取得してこれを再生することができる。
【０１４７】
（６）他の実施形態
　なお上述した第１～第４の実施形態においては、コンテンツデータとして音楽データを
適用する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば、映像データやプログラ
ムデータ等をコンテンツデータとして適用するようにしても良い。
【０１４８】
　また上述した第１～第４の実施形態においては、音楽提供サーバ２の制御部９及び音楽
再生端末４の制御部６が、それぞれにインストールされているプログラムに従って、上述
した連続ストリーミング再生処理手順ＭＲＴ１～ＭＲＴ３等を実行する場合について述べ
たが、本発明はこれに限らず、これら連続ストリーミング再生処理手順ＭＲＴ１～ＭＲＴ
３等を実行するための回路を音楽提供サーバ２及び音楽再生端末４に設けることにより、
これら連続ストリーミング再生処理手順ＭＲＴ１～ＭＲＴ３等をハードウェア的に実行す
るようにしても良い。またこれら連続ストリーミング再生処理手順ＭＲＴ１～ＭＲＴ３を
実行するためのプログラムを、ＣＤ等の記録媒体に記録しておくようにしても良い。
【０１４９】
　因みに図１に示したコンテンツ提供装置１０１は音楽提供サーバ２に相当し、コンテン
ツ再生装置１０２は音楽再生端末４に相当し、装置識別情報送信部１０３は連続ストリー
ミング再生処理手順ＭＲＴ１～ＭＲＴ３を実行する音楽再生端末４の制御部６に相当し、
コンテンツ記憶部１０４はサーバ記憶部１０に相当し、コンテンツ選択部１０５や再生リ
スト生成部１０６やコンテンツ提供部１０７は、連続ストリーミング再生処理手順ＭＲＴ
１～ＭＲＴ３を実行する音楽提供サーバ２の制御部９に相当し、コンテンツ再生部１０８
は再生部１２に相当する。また図２に示したコンテンツ提供装置１１１は音楽提供サーバ
２に相当し、コンテンツ再生装置１１２は音楽再生端末４に相当し、装置識別情報送信部
１１３や再生リスト生成部１１６やコンテンツ要求部１１７は連続ストリーミング再生処
理手順ＭＲＴ１～ＭＲＴ３を実行する音楽再生端末４の制御部６に相当し、コンテンツ記
憶部１１４はサーバ記憶部１０に相当し、コンテンツ選択部１１５やコンテンツ提供部１
１８は連続ストリーミング再生処理手順ＭＲＴ１～ＭＲＴ３を実行する音楽提供サーバ２
の制御部９に相当し、コンテンツ再生部１１９は再生部１２に相当する。
【産業上の利用可能性】
【０１５０】
　本発明は、例えば、音楽データを提供する音楽提供サーバと、音楽提供サーバからネッ
トワークを介して音楽データを取得しつつ当該取得した音楽データを順次再生する音楽再
生端末とからなる音楽再生システム等に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１５１】
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【図１】コンテンツ再生システムの概要を示す略線図である。
【図２】コンテンツ再生システムの概要を示す略線図である。
【図３】音楽再生システムの構成を示す略線図である。
【図４】ストリーミング再生の説明に供する略線図である。
【図５】音楽提供サーバが再生リストを保持する際の説明に供する略線図である。
【図６】音楽再生端末及び音楽提供サーバの構成を示す略線図である。
【図７】連続ストリーミング再生処理手順を示すフローチャートである。
【図８】再生リスト生成処理手順を示すフローチャートである。
【図９】再生リストと音楽提供サーバ及び音楽再生端末間で送受される情報とを示す略線
図である。
【図１０】音楽提供処理手順を示すフローチャートである。
【図１１】音楽再生処理手順を示すフローチャートである。
【図１２】連続ストリーミング再生処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】音楽提供処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】音楽再生処理手順を示すフローチャートである。
【図１５】音楽再生端末が再生リストを保持する際の説明に供する略線図である。
【図１６】連続ストリーミング再生処理手順を示すフローチャートである。
【図１７】再生リスト生成処理手順を示すフローチャートである。
【図１８】再生リストと音楽提供サーバ及び音楽再生端末間で送受される情報とを示す略
線図である。
【図１９】音楽提供処理手順を示すフローチャートである。
【図２０】音楽再生処理手順を示すフローチャートである。
【図２１】管理情報の説明に供する略線図である。
【図２２】再生処理手順を示すフローチャートである。
【図２３】再生リストの説明に供する略線図である。
【図２４】再生リスト再生処理手順を示すフローチャートである。
【図２５】他の実施形態による再生リストの説明に供する略線図である。
【符号の説明】
【０１５２】
　１……音楽再生システム、２……音楽提供サーバ、４……音楽再生端末、５……操作部
、６、９……制御部、１０……サーバ記憶部、１２……再生部、１４……端末記憶部、１
５……記録媒体再生部、ＭＲＴ１～ＭＲＴ５……連続ストリーミング再生処理手順。
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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